
北九州市個人情報保護条例（抜粋） 

 

(安全確保の措置) 

第 10 条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2 実施機関は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定す

る指定管理者(以下「指定管理者」という。)が公の施設の管理を行う場合には、個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

3 第 1 項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した

業務を行う場合及び指定管理者が公の施設の管理を行う場合について準用する。 

 

第 8 章 罰則 

第 66 条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 10 条第 3 項に規定する受

託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の

秘密に属する事項が記録された第 2 条第 4 項第 1 号に係る個人情報ファイル(その全

部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役

又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 67 条 指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事して

いた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理

者保有個人情報(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事する者が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、文書、図画及び電磁的記録に記録され、当

該業務に従事している者が組織的に利用するものとして、当該指定管理者が保有し

ているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達

成するために特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 68 条 第 66 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 69 条 第 67 条に規定する者が、その業務に関して知り得た指定管理者保有個人

情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 



第 70 条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供

する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収

集したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 71 条 第 49 条第 5 項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又

は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 72 条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受

けた者は、5 万円以下の過料に処する。 


